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実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
マ
イ
ナ
ス
成
長
に
な
っ
て
も
対
策
は
必
要
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
関
す
る
質
問
主
意
書

八
月
十
七
日
、
四
〜
六
月
期
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
速
報
値
は
、
前
期
比
〇
�
四
％
減
、
年
率
換
算
で
一
�
六
％
減
と
発
表
さ
れ

た
。
一
方
で
は
「
四
半
世
紀
ぶ
り
の
成
果
と
再
生
す
る
日
本
経
済
」
と
題
し
た
平
成
二
十
七
年
度
年
次
経
済
財
政
報
告
（
以
下

経
済
財
政
報
告
と
い
う
）
が
内
閣
府
よ
り
発
表
さ
れ
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
質
問
す
る
。

一

実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
マ
イ
ナ
ス
成
長
に
な
り
、
株
価
も
下
落
し
、
実
質
賃
金
も
下
が
り
、
そ
の
結
果
節
約
傾
向
が
強
ま
り
消
費

も
落
ち
込
ん
で
い
る
。
ま
た
中
国
経
済
の
減
速
の
影
響
で
輸
出
も
減
少
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
緊
急
に

補
正
予
算
を
組
ん
で
景
気
対
策
を
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

二

安
倍
内
閣
の
目
標
は
二
年
で
二
％
の
イ
ン
フ
レ
目
標
を
達
成
す
る
事
、
実
質
成
長
率
が
二
％
、
名
目
成
長
率
三
％
を
達
成

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
達
成
で
き
て
い
な
い
。
原
油
価
格
が
下
が
っ
た
か
ら
イ
ン
フ
レ
率
が
落
ち
た
と
い
う
主

張
は
お
か
し
い
。
原
油
価
格
の
下
落
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
押
し
上
げ
る
の
だ
か
ら
、
成
長
率
は
予
想
以
上
に
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
だ
が
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
経
済
財
政
報
告
の
「
四
半
世
紀
ぶ
り
の
成
果
と
再
生
す

る
日
本
経
済
」
と
い
う
主
張
は
不
適
当
な
の
で
は
な
い
か
。

一



三

経
済
財
政
報
告
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
四
年
度
の
消
費
税
増
税
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
全
体
を
一
�
二
％
ポ
イ
ン
ト
程
度
下
げ
た
と
し
て

い
る
。
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
二
〇
一
三
年
度
二
�
一
％
、
二
〇
一
四
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
〇
�
九
％
で
あ
り
、
そ
の
差
は
三

％
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
一
�
二
％
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
数
字
は
小
さ
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

に
内
閣
府
で
発
表
さ
れ
た
「
経
済
財
政
の
中
長
期
試
算
」
の
十
二
頁
で
は
、
影
響
は
さ
ら
に
小
さ
い
と
さ
れ
て
い
て
、
成
長

率
の
四
年
間
の
合
計
で
比
べ
た
時
、
消
費
税
増
税
を
行
っ
た
時
と
行
わ
な
か
っ
た
時
で
僅
か
〇
�
一
％
の
違
い
し
か
な
い
と

し
て
い
る
。
経
済
財
政
報
告
は
、
こ
の
予
測
が
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
と
い
う
事
か
。
平
成
二
十
四
年
の
予
測
が

大
き
く
外
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

四

政
府
は
、
「
平
成
二
十
九
年
四
月
の
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
を
次
世
代

に
引
き
渡
し
て
い
く
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
市
場
や
国
際
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
信
認
を
確
保
す
る
た
め
、
経
済
環

境
を
整
え
る
中
で
、
実
施
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
失
わ
れ
た
二
十
年
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
世
界
で
も

例
を
見
な
い
大
不
況
の
中
で
、
消
費
税
率
を
更
に
上
げ
て
実
質
所
得
を
更
に
下
げ
、
そ
の
結
果
国
民
が
倹
約
志
向
を
強
め
れ

ば
消
費
は
減
退
し
、
経
済
は
縮
小
す
る
。
二
〇
一
二
年
十
月
か
ら
二
〇
一
四
年
十
二
月
の
期
間
の
年
金
積
立
金
の
運
用
益
は

三
十
五
兆
円
も
あ
る
。
現
在
積
立
金
は
百
四
十
五
兆
円
に
ま
で
膨
れ
上
が
っ
て
い
て
、
社
会
保
障
制
度
は
破
綻
寸
前
と
い
う

二



状
態
で
は
な
い
し
社
会
保
障
制
度
を
守
る
た
め
に
緊
急
に
大
増
税
を
す
る
必
要
は
な
い
。
一
方
で
デ
フ
レ
脱
却
は
緊
急
を
要

す
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
平
成
二
十
九
年
四
月
の
消
費
税
率
の
十
％
へ
の
引
き
上
げ
は
中
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
で

な
い
と
、
衰
退
を
続
け
る
日
本
経
済
を
次
世
代
に
引
き
継
が
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

五

政
府
は
「
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
提
出
）
に
お

い
て
は
、
名
目
長
期
金
利
は
、
均
衡
実
質
金
利
及
び
期
待
イ
ン
フ
レ
率
並
び
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
に
基
づ
い
て
試
算
さ

れ
た
短
期
金
利
に
一
定
の
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
を
加
え
る
こ
と
で
試
算
し
た
結
果
、
二
千
二
十
年
度
ま
で
に
経
済
成
長
等
に

伴
っ
て
三
�
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
ま
で
上
昇
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
異
次
元
の
量
的
緩
和

に
よ
っ
て
日
銀
か
ら
出
て
行
っ
た
大
量
の
資
金
の
動
き
を
完
全
に
無
視
す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
ん
な
ず
さ
ん
な
計
算
で

良
い
の
な
ら
出
口
戦
略
な
ど
全
く
心
配
し
な
く
て
よ
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
は
危
機
対
応
に
対
す
る
備
え
を
怠
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

六

日
銀
の
営
業
旬
報
（
二
〇
一
五
年
八
月
二
十
日
時
点
）
の
資
産
側
を
見
る
と
、
金
銭
の
信
託
（
信
託
財
産
株
式
）
一
兆
三

千
五
百
十
億
七
千
七
百
九
十
二
万
四
千
円
、
金
銭
の
信
託
（
信
託
財
産
指
数
連
動
型
上
場
投
資
信
託
）
五
兆
八
千
八
百
二
十

億
三
千
八
百
七
十
万
八
千
円
、
金
銭
の
信
託
（
信
託
財
産
不
動
産
投
資
信
託
）
二
千
四
百
四
十
八
億
三
千
百
十
五
万
五
千
円

三



以
上
、
個
別
株
、
株
式
指
数
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
計
七
�
五
兆
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
純
資
産
（
自
己
資

本
）
が
二
〇
一
五
年
三
月
三
十
一
日
時
点
の
財
務
諸
表
の
貸
借
対
照
表
を
見
る
と
三
�
九
兆
円
し
か
な
い
。
ま
た
、
貸
借
対

照
表
を
見
る
と
、
個
別
株
、
株
式
指
数
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
債
券
や
外
国
為
替
の
よ
う
に
損
失
引
当
金
を
積

ん
で
い
な
い
。

日
銀
が
こ
の
よ
う
な
財
政
状
態
で
あ
る
と
き
に
、
仮
に
、
世
界
的
な
市
場
大
暴
落
が
起
き
、
そ
れ
に
つ
れ
て
日
本
市
場
で

も
大
暴
落
が
起
き
れ
ば
、
個
別
株
、
株
式
指
数
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
計
七
�
五
兆
円
（
簿
価
）
が
半
分
以
下
に
な
れ
ば
財
務

諸
表
の
「
重
要
な
会
計
方
針
」
に
従
っ
て
減
損
処
理
を
行
う
必
要
も
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
損
失
額
が
純
資
産
（＝

自
己
資
本
）
を
上
回
り
、
日
銀
が
債
務
超
過
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
内
閣
は
認
識
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
も
し
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
す

る
つ
も
り
か
。
尚
、
こ
の
質
問
に
関
し
て
は
、
仮
の
話
だ
か
ら
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
回
答
は
避
け
て
頂
き
た
い
。
仮
の
話

だ
か
ら
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
回
答
で
あ
れ
ば
、
内
閣
は
万
が
一
の
場
合
に
お
い
て
無
策
で
あ
る
と
認
識
す
る
が
そ
れ
で
よ

い
か
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
一
般
の
市
中
銀
行
は
「
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
」
第
三
条
第
一
項
に
よ
っ

四



て
、
自
己
資
本
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
金
額
の
株
式
を
保
有
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
銀
行
が
債
務
超

過
に
陥
る
事
を
防
ぐ
た
め
の
法
規
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
法
律
は
日
本
銀
行
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
理
解
し
て
よ

い
か
。

あ
る
い
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
「
銀
行
等
及
び
そ
の
子
会
社
等
は
、
合
併
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
主
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
株
式
等
保
有
限
度
額
を

超
え
る
額
の
株
式
等
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
て
日
銀
が
自
己
資
本
を
超
え
て
株
式

等
を
保
有
す
る
事
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
よ
い
か
。

右
質
問
す
る
。

五


